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平成２６年度久喜市予算編成方針について（通知） 

 

予算事務規則第５条の規定に基づき、平成２６年度予算編成方針を定めたので通知する。

この方針に従い的確に予算の見積りを行うこと。 
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平成２６年度久喜市予算編成方針 

 

１ 日本経済の状況と国の動向 

内閣府が公表した９月の月例経済報告では、わが国の景気は、緩やかに回復しつつあ

るとしている。 

先行きについては、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や

投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されるものの、

海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっていると指摘し

ており、今後も景気の動向について注視していく必要がある。 

このような中、政府は、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの早期

脱却と経済再生を実現するため、「経済財政運営と改革の基本方針」に基づき経済財政

運営を進めるとともに、「日本再興戦略」の実行を加速化し、強化するとしている。ま

た、先日安倍首相が意向を固めたと報道された消費税増税（地方消費税含む）について

は、平成２６年４月１日から８％へ増税となると見込まれる。これら国の政策が地方財

政へ与える影響は大きく、今後も国の施策に注目をしていく必要がある。 

 

２ 久喜市の財政状況と今後の財政見通し 

このような中、本市の財政状況は、歳入については、平成２４年度決算で、歳入全体の約４６％を占

める市税が年少扶養控除の廃止に伴う個人市民税の増となるなか、評価替えの影響による

固定資産税の減等により、前年度と比較して８，２８１万円の減（対前年度比０．４％

減）となった。今後の見通しとしては、景気回復や企業誘致等による歳入増の要因はある

ものの、先行きは不透明であり、市税の経常的な増加は見込み難い状況にある。 

一方、地方交付税については、普通交付税の合併算定替や震災復興特別交付税の影響に

より、前年度と比較して１億８，０５０万円の増（対前年度比３.０％増）となった。しか

しながら、普通交付税については、今後、合併算定替による増額分（平成２５年度ベースで２１億 

６，９３６万円）が平成２７年度から段階的に減少し、平成３１年度をもって終了となる

ことから、これに代わる財源を確保するため、自主財源の確保に繋がる施策の実施に取り

組む必要がある。 

歳出については、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が、歳出総額の５０％以上を占めている。人

件費は合併による職員の採用抑制効果等により引き続き減とはなっているものの、生活保護
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費などの扶助費は年々増加の傾向にある。公債費は、過去の借入れの償還のため高い水準

にあるが、借入れ抑制や繰上償還の実施により、今後抑制していく必要がある。 

このように、本市を取り巻く財政状況は極めて厳しいが、本庁舎や学校の耐震化、老朽

化が進む公共施設の維持管理費の増加など、取り組むべき課題は依然として多い。また、

先に行った「平成２６年度予算の所要額調」における一般会計の財源不足は、一般財源ベ

ースで約５８億円となっており、「事業の選択と集中」及び経常経費の一層の圧縮を図り、

財政規模に応じた予算となるよう、一層の削減に取り組む必要がある。 

 

３ 予算編成にあたって 

 平成２６年度は、新久喜市５年目となることから、今まで築きあげてきた新市として

の礎の上に、名実ともに県東北部の拠点都市として、更なる一体性の確立を図り、均衡

ある発展を進めていかなくてはならない。そのため、本年度から始動した久喜市総合振

興計画の将来像「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」実現に向けて、７つの

大綱に沿って取り組み、市の持続可能な発展と、市民福祉の向上に資する取り組みを積

極的に行うこととする。 

これらを実現するために、市が真に担うべき業務を「選択」し、財源や人材をこれら

に「集中」していくことで、限られた財源を有効かつ合理的に活用し、より質の高い行

政サービスが提供できる市政の実現を目指す。また、創意と工夫で最大の効果が得られ

るよう、あらゆる英知を結集して取り組むこと。ついては、このことを十分意識して、

平成２６年度予算編成に臨まれたい。 

 

４ 予算編成の基本方針  

平成２６年度予算は久喜市総合振興計画を基本とし、これまでの取り組みや成果等を踏

まえながら、事業の優先性、重要性、効果等を十分に検証すること。また中期財政フレー

ムが示した市の歳入状況を考慮し、「入るを量りて出ずるを制す」を基本姿勢として事務

事業の見直しを行い、予算の肥大化を防ぐこと。 

 

（１）通年予算 

現行制度に基づき、年間を通じた予算を編成すること。 
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（２）スクラップアンドビルド 

現下の厳しい財政状況において、限られた財源のもと市民サービスの維持・向上を

図るためには、事業の選択と集中の一層の推進が必要である。このため、新規事業の

実施及び事業の拡大をする場合には、事業の優先順位を定め、他の事業の廃止又は縮

小を併せて行い、スクラップアンドビルドを徹底して実施すること。 

 

（３）歳入の的確な確保と新たな財源の創出 

  本市の歳入の根幹をなす市税収入については、課税客体の的確な捕捉に努めるとと

もに、財源確保の面はもちろん、税の公平性の観点から収納率の向上に向け、より一

層の取り組みを強化すること。また、市有財産の有効活用や有料広告の一層の拡充等

あらゆる創意工夫を行い、新たな財源の創出に努めること。 

 

（４）国・県等の動向の的確な把握と対応 

  今後の国や県等の動向については、変化が予想されるところであるため、関係省庁

や県等からの情報収集に努め、国や県等の動向について的確に把握したうえで、適切

な対応を図ること。特に、消費税の増税や、それに併せた経済対策が報道されている

なか、情報が不確定な状況であることから、状況の変化に対して迅速かつ柔軟に対応

すること。 

また、国や県等からの補助金等の廃止及び減額並びに地方交付税への振替になるも

のについては、単に減額分を市負担とすることなく、事業の見直しをすること。 

 

（５）事務事業評価結果の予算反映 

  限られた予算を有効活用し、最少の経費で最大の効果が挙げられるよう、事務事業

評価結果を予算に反映させること。拡大等とした事業については、単に事業費を拡大

するのではなく、限られた予算で事業を拡大実施できる方策を考え、効率的で実効性

の高いものへと磨き上げていくこと。また、縮小等とした事業については、事業規模

を単に縮小させるだけではなく、事業廃止も含め判断をすること。 

 

５ 予算要求限度額（枠配分) 

平成２６年度の予算編成については、部等への枠配分による予算編成を一部実施する。
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政策的・臨時的な性格が強い事業については一件査定、人件費、公債費、扶助費等の義

務的経費については所要額で予算編成を行うが、その他経常的な事業については要求上

限額の範囲内により予算編成を実施する。枠配分の設定根拠及び部局等単位の要求の上

限額等については別途通知する。 

 

 ６ その他 

   細部の取扱いについては、別途、財政部長から各所属長あてに通知する。 


